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１．事業概要

（１）事業の現況

①施設

②使用料

井戸水使用者は、上記表に対して下記水量を適用

官公庁、事務所、医院
その他これに類するもの

病院、医院（入院設備有）
その他これに類するもの

学校、幼稚園、保育園
その他これに類するもの

劇場、映画館
その他これに類するもの

従業員5人まで

1人増すごとに

条例上の使用料とは、一般家庭における20㎥あたりの使用料をいう。

実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。

1人増すごとに

一般家庭用使用料体系の
概要・考え方（1か月分/税抜）

基本使用料 加算使用料

5ベッドまで 101㎥

5人またはその端数ごとに +27㎥人員10人まで 54㎥

認定水量（井戸水使用）の
概要・考え方（1か月分）

一般家事用

従量水量区分

1人増すごとに

平成30年度

平成29年度

+16㎥

81㎥

元 年 9

流域下水道等への接続の
有無

令和 11

「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実施する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の
一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。
「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を含む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合
を伴わない。）を指す。

+43㎥

81㎥

+4㎥

定員50人まで

21㎥

121㎥ 50人またはその端数ごとに +121㎥

54㎥ 50人またはその端数ごとに +27㎥

従業員5人まで 1人増すごとに

40.1人/ha

3人

2人

*1

上記区分に該当しないもの

定員100人まで

従業員5人まで

1ベッド増すごとに +20㎥

216㎥

食肉販売、魚介類販売、豆腐、蒟蒻製造業、
クリーニング業、染物洗い張り業

従業員5人まで 1人増すごとに81㎥ +16㎥

その都度認定する量

+16㎥

旅館、ホテル、サウナ、風呂、料理店
その他これに類するもの

飲食店･喫茶店、貸席、遊技場
その他これに類するもの

理容業、美容業、写真業
その他これに類するもの

1,098円／月　使用水量 10㎥／月まで　
111円／㎥　使用水量 11㎥／月以上　100㎥／月まで

129円／㎥　使用水量 101㎥／月以上

基本水量区分

1人

水量水量

10㎥

16㎥

大垣市

事 業 名 ：

策 定 日 ：

計 画 期 間 ：

大垣市公共下水道事業

広域化・共同化・最適化
実施状況*1

有（平町処理区については、隣接する安八町の浄化センターにて汚水を処理しているため）

無

処理場数

３（大垣処理区・平町処理区・墨俣処理区）

２（大垣市浄化センター・墨俣浄化センター）

供用開始年度
(供用開始後年数)

昭和37年度
(57年経過)

法適（全部適用・一部適用）
非適の区分

地方公営企業法全部適用
（令和2年4月1日より）

年度

月

令和 2 年度 ～

処理区数

令和

処理区域内人口密度
(平成31年3月31日現在)

平成28年度

条例上の使用料*2
（２０㎥あたり・税込）
※過去３年度分を記載

実質的な使用料*3
（２０㎥あたり・税込）
※過去３年度分を記載

*3

大垣市公共下水道事業経営戦略

平成30年度

平成29年度

平成28年度

2,380円

2,380円

2,380円 2,525円

2,602円

2,595円

その他の使用料体系の概要・考え方 検針・請求は2か月に一度行い、請求額は10円未満切捨て。

*2

団 体 名 ：
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③組織

＜組織体制＞

＜職員数・年齢構成等＞ （単位：人）

（２）民間活力の活用等

（３）経営比較分析表を活用した現状分析　：　 別　紙　の　と　お　り

3

18

22

1

4

7

区分 合　計

4

5

61歳～　

51～60歳

41～50歳

水道課

民間活用の状況

ア 民間委託（包括的民間委託を含む）

イ 指定管理者制度

ウ PPP・PFI

　料金関係業務全般を、水道事業に委託し、スケールメリットを生か
した経費節減を図っていますが、受託先の水道事業においては、窓口
・検針・開閉栓・徴収・滞納整理業務等を民間に委託し、人件費の削
減を図るとともに、民間のノウハウを活用しています。

無

無

5

2

浄化センター

1

4

3

2

1

下水道課

12

「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。

「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。

31～40歳

　～30歳

*4

*5

　ただし、最新のものとして、地方公営企業法適用前の平成29年度決算分となります。

1

11合計 19

11

8

62

資産活用の状況
ア エネルギー利用*4（下水熱・下水汚泥・発電等）

イ 土地・施設等利用*5（未利用土地・施設の活用等）

　汚泥の処理過程で発生する消化ガスを利用した、燃料電池による発
電を行い、これを売電することで、事業収益の一助としています。
　　・最大発電量：約250万km／年（一般家庭700世帯分の使用量）
　　・CO2削減効果：約1,200t／年（杉の木約86,000本分）
　　・売電収入見込額：最大約96,000千円／年

無

32

10

水道部

浄化センター

水道課  経理、料金、配水設備、施設整備、維持改良

下水道課  計画、管路整備、施設整備、維持管理、排水設備、普及
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２．将来の事業環境

（１）処理区域内人口・世帯数の予測

（２）水洗化人口・世帯数の予測

（３）有収水量の予測

 ・（１）で求めた処理区域内人口・世帯数をもとに、整備済区域への普及促進による増加分（計画期間中、平均＋0.229％／年）を加味し、水洗化
 　人口・世帯数を算出しました。
 ・結果、令和11年度末の水洗化人口は121,999人（平成30年度末比 ＋2,709人、＋2.3％）、水洗化世帯数は50,850戸（平成30年度末比 ＋1,109戸、
 　＋2.2％）と見込みました。

① 推計にあたっての基本方針
　・行政区域内人口について、大垣市人口ビジョンに示される目標数値を基本に、より厳しく見積もった数値（「国立社会保障・人口問題研究所」に
　　よる大垣市の人口推計（H30.3月）及び岐阜県の世帯数推計（H31.4月）をもとに、直近の実績を加味した独自の推計値）を用いました。
② 推計結果
　・令和11年度末時点で市全体の人口を155,684人（平成30年度末比 △5,624人、△3.5％）と見込み、このうち大垣・墨俣地域は、令和11年度末時点
　　で151,294人（平成30年度末比 △4,566人、△2.9％）と見込みました。
　・令和11年度末時点で市全体の世帯数を65,827戸（平成30年度末比 △378戸、△0.6％）と見込み、このうち大垣・墨俣地域は、令和11年度末時点で
　　64,173戸（平成30年度末比 △39戸、△0.1％）と見込みました。
　・上記の人口・世帯数の見込みをもとに、今後の未普及地域への整備拡張による増加分（計画期間中、平均＋0.141％／年）を加味し、処理区域内人
　　口・世帯数を算出しています（令和11年度末 処理区域内人口：138,129人　処理区域内世帯数：58,608戸）。

 ・（２）で求めた水洗化人口・世帯数をもとに、平成24年度以降の実績及び推移をもとに、年間総有収水量を推計しました。
 ・推計にあたっては、使用料算定方法の異なる6区分（①水道+下水［量水器検針値］、②水道+下水［水量認定］、③下水のみ［井水計測器検針値］、
 　④下水のみ［人数認定］、⑤水道+下水［量水器検針値又は人数認定で大きい方］、⑥水道+下水［量水器検針値+井水計測器検針値］）の全てに
 　対し、件数や1件当たりの水量及び人数を算出しました。このうち、検針値に基づく区分では1件当たりの水量に件数を乗じ、認定区分については
 　井戸水使用の表に基づき水量を算出しました。
 ・結果、令和11年度の年間総有収水量を15,031,172㎥（平成30年度比 △852,036㎥、△5.4％）と見込みました。
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（４）使用料収入の見通し

（５）施設の見通し

（６）組織の見通し

（７）元利償還金、基準外繰入金の見通し

 ・過去の企業債の借入に伴う元利償還金のピークは、令和2年度の2,863,934千円となります。なお、近年は、企業債発行額の抑制に努めているため、
 　令和3年度以降は、徐々に減少していきます。
 ・これに伴い、基準外繰入金も減少していきますが、現状の使用料単価（平成30年度：130.12円／㎥）と国の定める適正な使用料単価（150円／㎥）
 　との差額相当分が、基準内繰入金（分流式下水道等に要する経費）から除外されていることから、基準外繰入金は、依然として多額の計上があり
 　ます。
 ・なお、法適用後の令和2年度以降は、分流式下水道等に要する経費の算定方法が法適用に伴い変更され、資本費が元金ベースから減価償却費ベー
 　スになることや、国の定める適正な使用料単価が消費税抜きになることなどにより、基準内繰入金が減少し、結果、基準外繰入金が増加します。
 ・とくに、法適用初年度の令和2年度は、各種引当金の計上や運転資金の確保などの特殊事情もあるため、一時的に、基準外繰入金が増加します。

 ・（３）で求めた件数、1件当たりの水量及び人数の予測をもとに、使用料収入の見通しを立てた結果、令和11年度の使用料収入は、1,798,562千円
 　（税抜き、平成30年度比 △115,722千円、△6.0％）となりました。
 ・行政区域内人口や年間総有収水量の減少はありますが、世帯の細分化などに起因する世帯増が見込まれるうえ、本事業においては、現状、普及率
 　は89.8％、水洗化率は85.3％（いずれも平成30年度末）となっており、今後の未普及地域への整備拡張と、整備済区域への普及促進による使用者
 　の増加が期待できますので、結果的に、人口減少等に伴う使用料収入の減少は、現時点では経営状況に深刻な影響を与えるほどではないと考えて
 　います。
 ・ただし、本事業は、経費回収率100％を目指し、国の定める適正な使用料単価である150円／㎥に向けた段階的な使用料改定の途上にあり、現状、
 　多額の基準外繰入金に依存している状況です（平成30年度使用料単価は130.12円／㎥）。
 ・これを受け、平成28年度には、平均改定率9.8％の使用料改定を実施しており、これに続く使用料改定が必要となります。

 ・大垣処理区は、昭和37年の供用開始以来50年以上が経過し、管渠や処理場施設の老朽化が著しいため、下水道ストックマネジメント計画に基づき
 　施設の改築更新を実施します。
 ・墨俣処理区は、平成25年に供用を開始しており、施設等が新しいため、日常の点検調査に基づいた施設管理を実施します。

 ・組織については、水道部所管事業のうち水道事業以外の5事業が、令和2年4月に地方公営企業法を全部適用し法適用企業となるため、それに対応し
　 た組織改編を実施予定です。
 ・現在その内容を検討中であり、詳細については、本経営戦略の次回の事後検証の際に、ここに記載させていただきますが、いずれにしても、適正
 　な人員配置に努めてまいります。
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３．経営の基本方針

４．投資・財政計画（収支計画）

（１）投資・財政計画（収支計画）　：　 別　紙　の　と　お　り

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

①収支計画のうち投資についての説明

 　大垣市公共下水道事業は、下水道サービスを持続的・安定的に提供していくために、平成29年度に策定、令和4年度に改定予定の下水道ストック
 マネジメント計画に基づき、下水道施設のライフサイクルコストの低減や、予防保全型施設管理の導入による安全の確保等、戦略的な維持、修繕及
 び改築を行っていきます。また、未普及地域である市街化調整区域への整備については、地元要望等による優先度と、将来にわたる費用対効果を十
 分考慮し、慎重に実施していきます。
 　一方で、引き続き整備済区域への普及促進に努めることで、水洗化率の向上と使用料収入の増加を図り、経営基盤の強化を図ります。
 　ただし、本事業は、経費回収率100％を目指し、国の定める適正な使用料単価である150円／㎥に向けた段階的な使用料改定の途上にあり、多額の
 基準外繰入金に依存している状況であるため、平成28年4月の改定（9.8％）に引き続き、令和2年4月、令和5年4月及び令和8年4月の計3回、それぞれ
 ＋6.0％（合計で19.1％）の使用料改定を実施することを基本方針とします。

目標

 　老朽化した施設や下水管等については、下水道ストックマネジメント計画に基づき、下水道施設のライフサ
 イクルコストの低減や、予防保全型施設管理の導入による安全の確保等、戦略的な維持、修繕及び改築を行っ
 ていきます。また、未普及地域である市街化調整区域への整備については、地元要望等による優先度と、将来
 にわたる費用対効果を十分考慮し、慎重に実施していきます。

【下水管の更新・耐震化及び新設について】

 　下水管の更新・耐震化については、下水道ストックマネジメント計画及び総合地震対策計画等に基づき、健全度、緊急度、費用対効果を総合的に勘案

 した更新投資の平準化を実施し、今後10年間の更新計画を作成しましたので、今後は、この計画に従い整備を進めていきます。

 　下水管の新設については、地元要望等による優先度と、将来にわたる費用対効果を十分考慮し、慎重に実施していきます。

（単位：千円／税込み）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 合　計

210,000 210,000 211,000 211,250 221,800 242,500 398,650 417,350 474,100 490,900 3,087,550

老朽管改築工事（布設替/更生） 200,000 200,000 200,000 200,000 210,670 230,870 387,270 404,970 462,220 477,020 2,973,020

管渠耐震化工事 10,000 10,000 11,000 11,250 11,130 11,630 11,380 12,380 11,880 13,880 114,530

518,000 490,000 578,000 560,000 538,200 517,500 418,350 399,650 337,900 321,100 4,678,700

汚水管渠布設工事（幹線） 123,600 123,600 123,600 44,050 44,050 458,900

汚水管渠布設工事（整備） 518,000 490,000 578,000 436,400 414,600 393,900 374,300 355,600 337,900 321,100 4,219,800

728,000 700,000 789,000 771,250 760,000 760,000 817,000 817,000 812,000 812,000 7,766,250

【終末処理施設（浄化センター）等の整備について】

 　終末処理施設等については、下水道ストックマネジメント計画に基づき、施設・設備を細分化したうえで健全性を詳細に評価し、機器ごとの更新基準

 の見直しや、重要度・優先度を踏まえた更新投資の平準化を実施し、今後18年間の整備計画を作成しましたので、今後は、この計画に従い整備を進めて

 いきます。

（単位：千円／税込み）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 合　計

85,000 42,000 28,300 28,300 56,500 240,100

33,500 33,500

600,000 1,500,000 1,200,000 1,270,000 4,570,000

33,500 85,000 42,000 28,300 28,300 56,500 600,000 1,500,000 1,200,000 1,270,000 4,843,600

【雨水処理施設の整備について】

 　雨水処理施設の整備に関しては、全て基準内繰入金の対象となりますが、こちらにつきましても、下水道ストックマネジメント計画及び排水基本計画等

 に基づき、計画的に実施していきます。

（単位：千円／税込み）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 合　計

132,000 160,000 168,000 70,000 80,000 95,500 95,500 95,500 95,500 992,000

41,000 300,000 706,000 770,000 639,000 100,000 350,000 350,000 350,000 350,000 3,956,000

173,000 460,000 874,000 840,000 719,000 100,000 445,500 445,500 445,500 445,500 4,948,000

 ※上記計画数値を投資・財政計画に計上するにあたっては、実績率（請負率）を反映させています。

幹線水路改良工事

合　計

雨水ポンプ場整備工事

区　分

区　分

合　計

新　設

更新・耐震化

区　分

１系水処理設備更新事業

２系水処理設備更新事業

合　計

３系水処理棟建設事業
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②収支計画のうち財源についての説明

目標

 　引き続き整備済区域への普及促進に努めることで、水洗化率の向上と使用料収入の増加を図り、経営基盤の強
 化を図ります。
 　ただし、本事業は、使用料回収率100％を目指し、国の定める適正な使用料単価である150円／㎥に向けた段階
 的な使用料改定の途上にあり、多額の基準外繰入金に依存している状況であるため、平成28年4月の改定（9.8
 ％）に引き続き、令和2年4月、令和5年4月及び令和8年4月の計3回、それぞれ＋6.0％（合計で19.1％）の使用料
 改定を実施することを基本方針とします。

【使用料について】
 ・本事業は、経費回収率100％を目指し、国の定める適正な使用料単価である150円／㎥に向けた段階的な使用料改定の途上にあり、多額の基準外
 　繰入金に依存している状況であるため、平成28年4月の改定（9.8％）に引き続き、令和2年4月、令和5年4月及び令和8年4月の計3回、それぞれ
　 ＋6.0％（合計で19.1％）の使用料改定を実施することを基本方針とします。
 ・なお、使用料単価150円／㎥は、本事業の汚水処理原価が150円台（平成30年度：156.04円）であることからも、適正な使用料水準であると考え
 　ています。

【国庫補助金について】
 ・建設改良事業の実施に当たっては、下水道事業計画及び国土交通省の下水道ストックマネジメント計画に基づく「社会資本整備総合交付金事業」
　 による国庫補助金を、事業費の1/2程度見込んでおります。

【企業債について】
 ・整備計画をもとに、建設改良事業に対して企業債の借入を実施します。
 ・計画期間中に、合計13,834,900千円の借入をしますが、同期間中に21,036,978千円の償還をするため、計画終期（令和11年度）の企業債残高は
 　25,774,986千円となり、これは、平成30年度末残高（34,141,603千円）に対し、8,366,617千円、24.5％の減となります。

【基準外繰入金について】
 ・現状の使用料単価（平成30年度：130.12円／㎥）と国の定める適正な使用料単価（150円／㎥）との差額相当分は、基準内繰入金（分流式下水道
 　等に要する経費）から除外されていることから、その分は基準外繰入金として受け入れています。
 ・ただし、計画期間中に19.1％使用料を増額改定することによって、使用料単価が税込みで150円に到達し、令和10年度には基準外繰入金を解消す
　 ることができます（令和11年度末 経費回収率：91.55％、使用料単価：142.05円［税抜き］）。
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2,200,000

2,300,000
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③収支計画のうち投資以外の経費についての説明

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①投資の合理化、費用の見直しについての検討状況等

②今後の財源についての考え方・検討状況

③投資以外の経費についての考え方・検討状況

５．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

　認定水量に関しては、随時、実態との乖離がないか検証し、適切性を確認する必要があります。使用料の見直しに関する事項

資産活用による収入増加
の取組について

　消化ガス発電による売電契約が令和19年度で終了するため、契約期間以降の発電電力をいかに有効活用する
か検討する必要があります。

その他の取組
　今後はＰＤＣＡサイクルにより上記の取組みに対する進捗状況を確認し、計画との乖離が著しい場合には
その原因調査と対策を図ります。また、数年ごとに行われる公営企業等審議会を通じて使用料水準や投資・
財政計画の妥当性を評価し、経営戦略の充実を図ります。

職員給与費に関する事項
　水道部所管事業のうち水道事業以外の5事業が、令和2年4月に地方公営企業法を全部適用し法適用企業とな
るため、それに対応した組織改編を実施予定です。現在その内容を検討中であり、詳細については、本経営戦
略の次回の事後検証の際に反映させる予定ですが、いずれにしても、適正な人員配置に努めてまいります。

動力費に関する事項

薬品費に関する事項

修繕費に関する事項

その他の取組
　今回の経営戦略計画期間後の令和12年度以降も、随時、施設の更新等を予定していますが、その際にも、次
期経営戦略の策定を通して、中長期的な視野に基づく計画的な経営に取り組み、戦略的な維持、修繕及び改築
を行っていくことが必要です。

民間活力の活用に関する事項
（包括的民間委託等の民間委託、
指定管理者制度、PPP/PFIなど）

　料金関係業務以外の分野において、民間の資金・ノウハウ等の活用予定はありません。

委託費に関する事項 　年間総有収水量をもとに年間総処理水量を推計し、それを基礎に経費計上していますが、計画期間中の有収
率の推移次第では、年間総処理水量の増減に伴い委託費が増減することが考えられます。

その他の取組

広域化・共同化・最適化に
関する事項

　総務省等通知にもとづき、持続可能な下水道運営に向け、令和4年度末までに「広域化・共同化計画」を策定
する予定であり、現在、内容を検討中です。

投資の平準化に関する事項
　令和4年度に改定する次期ストックマネジメント計画においては、法適化で整備する固定資産台帳の情報を活
用し、将来における下水道施設全体の更新需要を掴むとともに、さらに踏み込んだ対象施設の更新基準の見直
しや、重要度・優先度を踏まえた更新投資の平準化を図る予定です。

民間活力の活用に関する事項
（PPP/PFIなど）

　料金関係業務以外の分野において、民間の資金・ノウハウ等の活用予定はありません。

その他の取組

　整備計画に計上している３系水処理棟建設においては、計画汚水量の最適化や新たな処理技術の導入を図る
ことで、建設費や維持管理費の削減を検討することとしています。また、将来的には、２系水処理施設の設備
更新時に、運転方法を工夫することで高度処理化を達成し、反応タンクの改造及び電気・機械設備の更新費用
の削減を検討することとしています。

【委託料について】
 ・毎年業務量の変化しない委託業務については、令和元年度見込みと同水準で推移するとしています。
 ・下水管清掃等、都度対応していくものは、直近3ヵ年平均程度の業務量で推移するものとしています。
 ・汚泥の処分等、毎年変動する委託費については、直近実績単価に、年間総有収水量をもとに年間総処理水量を推計したうえで、消化タンク更新の
 　影響の大きかった平成28,29年度を除く直近3ヵ年（H26～H30）の平均含有量を乗じて算出しています。

【修繕費について】
 ・マンホールなどの下水管等修繕についても都度対応していくため、委託料と同様、直近3ヵ年平均程度の業務量で推移するものとしています。
 ・汚水ポンプ場や終末処理施設（浄化センター）等は、必要な更新と維持補修を適切に組み合わせ資産管理していくことを念頭に計画期間中の修繕
 　計画を作成し、これをもとに経費計上しています。

【動力費について】
 ・年間総有収水量をもとに年間総処理水量を推計したうえで、直近3ヵ年（H28～H30）の平均単価を乗じて算出しています。

【人件費について】
 ・職員数は平成29年度の水準で推移するとし、それに直近3ヵ年（H28～H30）の平均単価を乗じて算出しています。

　年間総有収水量をもとに年間総処理水量を推計し、それを基礎に経費計上していますが、計画期間中の有収
率の推移次第では、年間総処理水量の増減に伴い動力費や薬品費が増減することが考えられます。

（単位：千円／税抜き）

区　分 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 合　計

下水管等修繕工事 40,480 39,110 41,564 41,071 40,908 41,181 41,053 41,047 41,094 41,065 408,573

汚水ポンプ場修繕工事 6,123 6,192 6,861 6,861 6,861 6,861 6,861 6,860 6,860 6,861 67,201

終末処理場修繕工事 83,725 72,990 80,090 82,837 81,147 81,146 81,992 81,992 81,992 81,992 809,903

その他修繕工事 735 596 703 631 571 620 652 624 591 621 6,344

合　計 131,063 118,888 129,218 131,400 129,487 129,808 130,558 130,523 130,537 130,539 1,292,021
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企
業

平
均

を
下

回
る

水
準

と
な

っ
て

い
る

。
　 2
.
 
老

朽
化

の
状

況
に

つ
い

て

「
料

金
水

準
の

適
切

性
」

「
費

用
の

効
率

性
」

「
施

設
の

効
率

性
」

「
使

用
料

対
象

の
捕

捉
」

2
.
 
老

朽
化

の
状

況

　
本

事
業

は
、

大
垣

処
理

区
と

平
町

処
理

区
、

墨
俣

処
理

区
の

3つ
の

処
理

区
で

構
成

さ
れ

て
い

る
。

そ
の

中
で

も
大

垣
処

理
区

は
昭

和
3
0
年

に
事

業
着

手
し

、
供

用
開

始
（

昭
和

3
7

年
）

後
50

年
以

上
が

経
過

し
て

い
る

た
め

管
渠

お
よ

び
終

末
処

理
場

に
お

い
て

耐
用

年
数

を
超

え
る

施
設

が
増

加
し

て
お

り
、

老
朽

化
に

よ
る

改
築

更
新

費
用

の
増

大
が

見
込

ま
れ

る
。

そ
の

た
め

、
施

設
の

延
命

化
や

維
持

管
理

費
の

抑
制

を
図

る
必

要
が

あ
り

、
予

防
保

全
型

の
管

理
を

行
う

こ
と

で
機

能
停

止
や

事
故

を
未

然
に

防
止

し
、

ラ
イ

フ
サ

イ
ク

ル
コ

ス
ト

の
最

小
化

を
図

っ
て

い
る

。

全
体

総
括

「
施

設
全

体
の

減
価

償
却

の
状

況
」

「
管

渠
の

経
年

化
の

状
況

」
「

管
渠

の
更

新
投

資
・

老
朽

化
対

策
の

実
施

状
況

」

　
本

事
業

で
は

、
平

成
2
8
年

度
に

下
水

道
使

用
料

の
改

定
を

実
施

し
、

経
営

基
盤

の
強

化
を

図
っ

た
と

こ
ろ

で
あ

る
。

今
後

は
、

水
洗

化
率

の
低

迷
を

打
破

す
べ

く
、

未
接

続
世

帯
に

対
す

る
文

書
や

訪
問

に
よ

る
普

及
活

動
を

強
化

・
継

続
し

て
い

く
。

　
ま

た
、

平
成

2
9
年

度
か

ら
は

、
大

垣
市

浄
化

セ
ン

タ
ー

に
お

い
て

汚
泥

処
理

で
発

生
す

る
メ

タ
ン

ガ
ス

を
利

用
し

た
発

電
設

備
を

導
入

し
、

売
電

を
開

始
し

て
い

る
。

当
該

売
電

収
入

に
よ

り
、

一
般

会
計

か
ら

の
繰

入
金

を
大

幅
に

減
少

さ
せ

る
こ

と
が

で
き

た
。

 さ
ら

に
は

、
平

成
2
9
年

度
に

下
水

道
ス

ト
ッ

ク
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
計

画
を

策
定

し
、

下
水

道
施

設
の

ラ
イ

フ
サ

イ
ク

ル
コ

ス
ト

の
低

減
や

、
予

防
保

全
型

施
設

管
理

の
導

入
に

よ
る

安
全

の
確

保
等

、
戦

略
的

な
維

持
、

修
繕

及
び

改
築

を
行

っ
て

い
く

と
と

も
に

、
当

該
計

画
に

基
づ

く
更

新
等

に
対

す
る

国
庫

補
助

金
を

確
保

す
る

こ
と

に
よ

り
、

一
般

会
計

か
ら

の
繰

入
金

の
削

減
に

努
め

て
い

く
。
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様
式

第
2
号

（
法

非
適

用
企

業
）

投
資

・財
政

計
画

（収
支

計
画

）
（単

位
：千

円
，

％
）

年
　

　
　

　
　

　
度

H
3
0

R
元

区
分

（
決

算
）

決
算

見
込

1
(A

)
3,

02
0,

49
0

3,
06

6,
93

9

（１
）

(B
)

2,
13

0,
07

9
2,

11
9,

53
3

ア
2,

06
6,

66
4

2,
05

2,
57

1

イ
(C

)

ウ
63

,4
15

66
,9

62

（２
）

89
0,

41
1

94
7,

40
6

ア
78

5,
93

6
85

1,
10

7

イ
10

4,
47

5
96

,2
99

２
(D

)
1,

40
8,

79
2

1,
41

8,
44

4

（１
）

71
5,

58
8

74
4,

95
4

ア
11

5,
60

2
11

3,
47

8

イ
59

9,
98

6
63

1,
47

6

（２
）

69
3,

20
4

67
3,

49
0

ア
59

0,
72

0
55

1,
40

8

イ
10

2,
48

4
12

2,
08

2

３
(E

)
1,

61
1,

69
8

1,
64

8,
49

5

1
(F

)
2,

65
4,

75
4

2,
16

8,
74

0

（１
）

1,
30

3,
80

0
1,

12
6,

20
0

27
0,

00
0

27
0,

00
0

（２
）

55
3,

72
1

54
8,

42
7

（３
）

（４
）

1,
43

2

（５
）

72
1,

77
0

42
9,

01
3

（６
）

45
,7

57
40

,0
00

（７
）

28
,2

74
25

,1
00

２
(G

)
4,

27
1,

60
1

3,
81

7,
23

5

（１
）

2,
01

9,
21

2
1,

52
6,

49
6

12
3,

53
2

12
9,

11
5

（２
）

(H
)

2,
25

2,
38

9
2,

29
0,

73
9

（３
）

（４
）

（５
）

３
(I
)

△
 1

,6
16

,8
47

△
 1

,6
48

,4
95

そ
の

他

資 本 的 支 出

資
本

的
支

出

建
設

改
良

費

う
ち

職
員

給
与

費

地
方

債
償

還
金

他
会

計
長

期
借

入
金

返
還

金

他
会

計
へ

の
繰

出
金

そ
の

他

う
ち

一
時

借
入

金
利

息

そ
の

他

収
支

差
引

(A
)-

(D
)

そ
の

他

営
業

外
収

益

他
会

計
繰

入
金

そ
の

他

資 　 本 　 的 　 収 　 支

資 本 的 収 入

資
本

的
収

入

地
方

債

う
ち

資
本

費
平

準
化

債

他
会

計
補

助
金

他
会

計
借

入
金

固
定

資
産

売
却

代
金

国
（

都
道

府
県

）
補

助
金

工
事

負
担

金

収
支

差
引

(F
)-

(G
)

収 　 益 　 的 　 収 　 支

収 益 的 収 入

総
収

益

営
業

収
益

料
金

収
入

受
託

工
事

収
益

収 益 的 支 出

総
費

用

営
業

費
用

職
員

給
与

費

う
ち

退
職

手
当

そ
の

他

営
業

外
費

用

支
払

利
息
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様
式

第
2
号

（
法

非
適

用
企

業
）

投
資

・財
政

計
画

（収
支

計
画

）
（単

位
：千

円
，

％
）

年
　

　
　

　
　

　
度

H
3
0

R
元

区
分

（
決

算
）

決
算

見
込

(J
)

△
 5

,1
49

(K
)

(L
)

5,
14

9

(M
)

(N
)

(O
)

(P
)

(Q
)

(Q
)

(B
)-

(C
)

(A
)

(D
)+

(H
)

(S
)

2,
13

0,
07

9
2,

11
9,

53
3

（T
)

(U
)

(V
)

(W
)

(X
)

3
4,

1
41

,6
0
3

32
,9

77
,0

64

○
他

会
計

繰
入

金
（単

位
：千

円
）

年
　

　
　

　
　

度
H

3
0

R
元

区
分

（
決

算
）

決
算

見
込

84
6,

19
7

91
4,

83
3

84
6,

19
7

91
4,

83
3

55
3,

72
1

54
8,

42
7

68
,5

35
86

,8
64

48
5,

18
6

46
1,

56
3

1,
39

9,
91

8
1,

46
3,

26
0

82
.5

82
.7

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

資
本

的
収

支
分

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

合
計

収
益

的
収

支
分

地
方

債
残

高

健
全

化
法

施
行

令
第

16
条

に
よ

り
算

定
し

た
資

金
の

不
足

額
健

全
化

法
施

行
規

則
第

６
条

に
規

定
す

る
解

消
可

能
資

金
不

足
額

健
全

化
法

施
行

令
第

17
条

に
よ

り
算

定
し

た
事

業
の

規
模

健
全

化
法

第
2
2
条

に
よ

り
算

定
し

た
資

金
不

足
比

率
(（

T
）
/（

V
）×

10
0)

他
会

計
借

入
金

残
高

営
業

収
益

－
受

託
工

事
収

益
(B

)-
(C

)
地

方
財

政
法

に
よ

る
資

金
不

足
の

比
率

((
R

)/
(S

)×
1
00

)

収
益

的
収

支
比

率
（

×
10

0
）

地
方

財
政

法
施

行
令

第
1
6

条
第

１
項

に
よ

り
算

定
し

た
資

金
の

不
足

額
(R

)

赤
字

比
率

（
×

10
0

）

前
年

度
繰

上
充

用
金

形
式

収
支

(J
)-

(K
)+

(L
)-

(M
)

翌
年

度
へ

繰
り

越
す

べ
き

財
源

実
質

収
支

黒
字

(N
)-

(O
)

赤
字

収
支

再
差

引
(E

)+
(I
)

積
立

金

前
年

度
か

ら
の

繰
越

金
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様
式

第
2号

（法
適

用
企

業
・収

益
的

収
支

）
投

資
・
財

政
計

画
（
収

支
計

画
）

（
単

位
：
千

円
，

％
）

年
　

　
　

　
　

　
度

区
　

　
　

　
　

　
分

１
．

(A
)

2
,0

9
1
,4

3
8

2
,1

0
4
,1

1
9

2
,0

9
8
,5

7
1

2
,1

9
5
,5

4
2

2
,2

1
9
,2

9
6

2
,2

2
1
,8

2
5

2
,3

0
9
,9

5
4

2
,3

2
2
,3

4
1

2
,3

1
5
,1

8
7

2
,3

0
7
,2

3
2

(1
)

1
,9

8
1
,5

9
2

1
,9

9
1
,1

1
0

1
,9

7
8
,3

5
6

2
,0

6
6
,8

6
0

2
,0

7
5
,0

9
2

2
,0

6
5
,8

8
0

2
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1
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1
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1
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1
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2
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8
5
2
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5
8

8
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6
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2

8
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2
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1

8
4
8
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2
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4
1
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9

8
1
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1
3
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)

6
3
5
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6
2

5
7
3
,6

3
3

5
5
8
,1

4
8

5
6
9
,2

3
7

5
2
4
,1

7
7

4
8
7
,3

9
3

5
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8
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5
8

5
6
3
,3

3
4

5
1
4
,7

1
8

5
1
0
,8

5
7

(C
)

4
,5

1
1
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5
3

4
,2

2
8
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9
1

4
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6
5
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6
3

4
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4
5
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4
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6
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3
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6
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3
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1
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3
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7
5
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1
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3
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7
1
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1
4

3
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3
5
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0
2

１
．

3
,4

5
0
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0
8

3
,3

7
2
,0

7
3

3
,3

5
6
,4

2
3

3
,3

6
7
,9

7
9

3
,3

7
4
,1

3
0

3
,3

9
4
,3

6
2

3
,4

0
0
,4

1
4

3
,2

7
4
,3

2
8

3
,2

1
8
,4

1
0

3
,1

9
2
,9

1
8

(1
)

1
9
0
,7

9
3

1
8
7
,6

8
4

1
8
7
,1

5
0

1
8
7
,3

5
9

1
8
7
,8

3
8

1
8
7
,7

5
6

1
9
1
,5

1
1

1
8
7
,4

8
6

1
8
7
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6
9

1
8
7
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9
0

8
2
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6
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2
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2
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2
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2
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8
3

8
2
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1
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2
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1
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2
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8
2
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1
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1
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1
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1
0

1
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1
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3
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1
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1
1

1
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1
1

1
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1

1
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2
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1
0
3
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6

1
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2
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5

1
0
3
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0
3

1
0
3
,1

4
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1
0
3
,0

6
4

1
0
3
,1

0
4

1
0
3
,1

0
4

1
0
3
,0

9
1

1
0
3
,1

0
0

(2
)

6
7
5
,5

8
4

6
6
4
,4

2
4

6
6
5
,4

6
4

6
7
6
,7
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5

6
6
6
,5
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8

6
6
8
,0

1
0
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7
0
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0
4
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6
6
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1
1
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0
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0
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4

1
1
6
,9

2
8

1
1
7
,1

0
4
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6
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7
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5
,9
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9

1
1
5
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6

1
1
4
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7

1
1
4
,1
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9

1
1
3
,6

3
6

1
3
1
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6
3

1
1
8
,8

8
8

1
2
9
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1
8

1
3
1
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0

1
2
9
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7

1
2
9
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8
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3
0
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8

1
3
0
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3

1
3
0
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7
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3
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1
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9

1
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1
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1
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1
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営
業
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益
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収
入

受
託
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収
益

そ
の

他

R
2

営
業

収
益

R
3

R
8

R
9

R
1
0

R
1
1

R
4

R
5

R
6

R
7

補
助

金
他

会
計

補
助

金
そ

の
他

補
助

金
長

期
前

受
金

戻
入

そ
の

他

収
入

計
そ

の
他

そ
の

他
減

価
償

却
費

営
業

外
費

用

収 益 的 支 出

営
業

費
用

職
員

給
与

費
基

本
給

退
職

給
付

費
そ

の
他

経
費

動
力

費
修

繕
費

支
払

利
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流
動

負
債

支
出

計
経

常
損
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(C

)-
(D

)
特

別
利

益
特

別
損

失
特

別
損

益
(F

)-
(G

)

収 益 的 収 支 当
年

度
純

利
益

（
又

は
純

損
失

）
(E

)+
(H

)
繰

越
利

益
剰

余
金

又
は

累
積

欠
損

金
流

動
資

産
う

ち
未

収
金

収 益 的 収 入

材
料

費

う
ち

建
設

改
良

費
分

う
ち

一
時

借
入

金
う

ち
未

払
金

累
積

欠
損

金
比

率
（

×
1
0
0

）

健
全

化
法

施
行

規
則

第
６

条
に

規
定

す
る

解
消

可
能

資
金

不
足

額

健
全

化
法

施
行

令
第

1
7

条
に

よ
り

算
定

し
た

事
業

の
規

模

健
全

化
法

第
2
2

条
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

不
足

比
率

(（
N

）
/
（
P

）
×

1
0
0
)

地
方

財
政

法
施

行
令

第
1
5

条
第

１
項

に
よ

り
算

定
し

た
資

金
の

不
足

額

営
業

収
益

－
受

託
工

事
収

益
(A
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(B

)
地

方
財

政
法

に
よ

る
資

金
不

足
の

比
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L
）
/
（
M
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×

1
0
0
)

健
全

化
法

施
行

令
第

1
6

条
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

の
不

足
額
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支
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・
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政
計
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収

支
計

画
）

（
単

位
：
千

円
）

年
　

　
　

　
　

度

区
　

　
　

　
　

分

１
．

1
,0

6
8
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0

1
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2
6
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0
0

1
,3

9
5
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0
0

1
,3

1
7
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0
0
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5
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0

1
,0

1
5
,7

0
0

1
,4

3
0
,4

0
0

1
,7

8
1
,9

0
0

1
,6

6
4
,7

0
0

1
,6

7
7
,9

0
0

2
7
0
,0

0
0

2
7
0
,0

0
0

2
7
0
,0

0
0

2
7
0
,0

0
0

2
7
0
,0

0
0

2
7
0
,0

0
0
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0
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0
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0
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0
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7
0
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0
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7
0
,0

0
0

２
．

6
3
,3

9
5

7
3
,2

2
0

8
2
,9

6
2

6
5
,7

8
7

8
1
,9

2
3

5
0
,2

8
6

1
1
0
,2

4
1

5
0
,2

2
2

4
8
,2

5
2

4
3
,8

3
2

３
．
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0

0
0

0
0

0
0

0
0

４
．
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0

0
0

0
0

0
0

0
0

５
．

0
0

0
0
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0
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0

0
0

６
．
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5
2
,4

9
2

5
6
0
,2
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1

6
8
4
,7
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3
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1
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,5

9
6
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4
5
,1
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0
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5
,7
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8
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8
6
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1
,2
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9
,4

3
3
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,1
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9

1
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6

７
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0
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0
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0
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0
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．
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0
,5
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6
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2

3
2
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2
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9
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4
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0
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9
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2

９
．
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0
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6
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0
0

1
6
,5

0
0

1
6
,5

0
0

1
6
,5

0
0

1
6
,5

0
0

1
6
,5

0
0

1
6
,5

0
0

1
6
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0
0

1
6
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0

(A
)
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0

1
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1
,2
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1
,9
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2
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2
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2
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1
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8
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1
,4

2
8
,6

7
9

2
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3
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3

3
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4
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9
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7
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2
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0
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)

0
0
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0

0
0

0
0
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0

(C
)
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0

1
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